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基本構想

基本計画

実施計画

第１章 実施計画の概要 

1. 基本的な考え方 

総合振興計画は、行政運営の基本方針として村の最上位計画に位置づけられている計画であ

り、将来のむらづくりの基本理念、その将来像「さわやか高原公園都市にしごう」を実現するた

めの政策の方向性、具体的施策などを体系化し、それに取り組む行動の指針を明示するもので

す。 

総合振興計画は、基本構想,基本計画及び実施計画で構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 基本構想 

基本構想は、村の目指す将来像と目標を明らかにし、これらを実現するための基本的な施策の

大綱を示すもので、村政運営を総合的かつ計画的に行う指針となるものです。 

基本構想の期間は、平成２９年度から令和８年度の１０年間です。 

 

3. 基本計画 

 基本構想において、設定した村の将来目標や基本施策を実現するために必要な手段、施策を体

系的に明らかにするものです。 

 

4. 実施計画 

 基本計画の施策に基づいて、事業内容や実施時期を明らかにし、行財政運営の指針とするもの

です。 

 

5. 計画の期間 

 実施計画は、基本施策に基づいて実施する各事務事業の具体的な内容、時期を明らかにしたも

のであり、計画期間における事業の優先順位の決定と予算化の方向を定めるものです。また、社

会経済情勢の変化や緊急性に対応した新たな事業との整合を図るためローリングシステムを採る

ものとします。 

 期間は、令和６年度から令和８年度までの３ヶ年とします。 

総合振興計画の構成 

予 算 化 
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H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

          

          

          

 

6. 対象事業 

 実施計画の対象事業は、令和６年度から令和８年度の間に開始または実施される事業であり、

次のいずれかに該当する事業とします。 

ア 第四次総合振興計画において、各施策における主要事業 

イ 計画期間中に想定される事業費が政策経費で２００万円以上のもの 

ウ その他、村長が必要と認めた事業。ただし、人件費、公債費、災害復旧費、及び一般的な事

務費は除く。 

 

7. 事業費 

 この実施計画の事業費は、事務事業の実施に要する経費の概算を示すものであり、向こう 

３年間の予算化を保証するものではありません。 

 各年度の予算については、その時点における財政状況に応じ、再度検証・編成されたのち 

に、議会の議決を受け、効果的な執行を目指すこととなります。 

 

8. 実施計画の進行管理について 

実施計画は、基本計画に定める分野ごとの基本施策の方向性に沿って、その目標の実現を目指

す手段となる具体的な事業計画です。実施計画に掲げる事務事業を効率的かつ効果的に進めるた

め、また、計画期間中の社会経済状況や村民ニーズの変化に柔軟に対応していくため、計画・評

価・予算が密接に連携した「計画（PLAN）→実施（Do）→評価（Check）→改善(Action)」の

「マネジメント・サイクル」の考えを基本とします。 

基 本 構 想 

第一次実施計画 

実施計画 

実施計画 

実施計画 

実施計画 

第八次実施計画 

実施計画 

実施計画 

毎年度、見直しを

実施します。 

基本計画（前期計画） 基本計画（後期計画） 延長 
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図表：実施計画・評価・予算連携のイメージ図（スケジュール） 
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第２章 実施計画における財政予測 

1. 財政予測の考え方 

 実施計画を着実に推進していくためには、計画期間内の財政収支の見通しを可能な限り明らか

にし、事業の実施に要する財源を確保することが必要です。この財政予測は、令和６年度予算と

整合を図りながら、一般会計ベースで、実施計画期間である令和８年度までの財政を予測しま

す。 

なお、今後についても、毎年度の予算と整合を図りながら、財政予測を実施します。 

 

2. 財政予測シミュレーション 

推計方法（歳入） 

村税 ・各税目別の過去の推移を参考に計上しています。 

・令和５年度から令和６年度の予算額をベースに見込額を計上していま

す。 

地方交付税 （普通交付税） 

・基準財政需要額は、公債費の増減を調整して計上しています。 

・臨時財政対策債への振替は、臨時的措置ですが計画期間内は現在と同様

に見込んでいます。 

・基準財政収入額は、村税等の推計額と連動して計上しています。 

・特別交付税、震災復興特別交付税は実績に基づく推計学を計上していま

す。（※震災復興特別交付税は令和８年度以降は大幅減の予定） 

国庫支出金 

県支出金 

・普通建設事業費充当分は、令和６年度の事業をベースに、各年度の大型

公共事業分を調整し、計上しています。 

・その他については令和６年度をベースに計上しています。 

繰入金 ・財政調整基金は予備費相当分以外は０ベースとし、その他特定目的金か

らの繰入を見込んでいます。 

地方債 ・普通建設事業費充当分は、令和６年度の事業をベースに各年度の大型公

共事業分を調整し、計上しています。 

その他 ・令和５年度と令和６年度予算額をベースに調整し計上しています。 
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推計方法（歳出） 

人件費 ・定員適正化計画等を参考とし、令和５年度と令和６年度予算額をベー

スに計上しています。 

扶助費 ・令和５年度と令和６年度予算額をベースとし、過去の社会保障費全体

の伸び率を参考に計上しています。 

公債費 ・公債台帳及び地方債の計上額により推計した額を計上しています。 

普通建設事業費 ・令和５年度と令和６年度の事業費をベースとし、歳入予測に基づく事

業規模に調整して計上しています。なお、令和６年度は新庁舎整備事

業の本体工事が行われており、令和７年度以降事業費は減少する見込

です。 

補助費等 ・令和５年度と令和６年度予算額をベースとし、歳入予測に基づく調整

を加え計上しています。 

繰出金 ・令和５年度と令和６年度予算額をベースに、特別会計の事業費、公債

費見込額を考慮して計上しています。 

その他の歳出 ・令和５年度と令和６年度予算額をベースとし、歳入予測に基づく調整

を加え計上しています。 
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実施期間における財政シミュレーション 

（単位：千円） 

歳入見込み 
当初予算額 当初予算額 計画・見込額 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

村 税 4,983,105 5,881,419 5,831,419 5,781,419 

地方交付税 371,901 141,390 131,390 21,390 

 
 

 

普通交付税 1 0 0 0 

特別交付税 110,000 300 300 300 

震災復興特別交付税 261,900 141,090 131,090 21,090 

国庫支出金 1,293,586 1,331,174 1,131,174 931,174 

県支出金 2,968,665 1,445,896 1,145,896 945,896 

繰入金 1,265,285 1,656,386 1,356,386 1,056,386 

 うち財源調整（基金繰入金） 714,379 6,280 700,000 200,000 

地方債 1,064,400 1,453,000 1,153,000 953,000 

その他の歳入 1,493,058 1,350,735 1,250,735 1,200,735 

合  計 13,440,000 13,260,000 12,000,000 10,890,000 

 

（単位：千円） 

歳出見込み 
当初予算額 当初予算額 計画・見込額 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

人件費 1,743,054 1,896,826 1,939,872 1,983,896 

 うち職員給(手当除く) 1,273,891 1,656,362 1,708,355 1,747,124 

扶助費 1,543,969 1,609,673 1,628,325 1,647,194 

公債費 602,314 575,454 566,908 558,491 

普通建設事業費 

(災害復旧事業含む) 
4,335,051 4,309,276 3,483,654 2,462,941 

補助費等 2,065,644 2,150,836 2,239,542 2,331,905 

繰出金 416,411 444,328 465,886 488,491 

その他の歳出 2,733,557 2,273,607 1,675,812 1,417,082 

合  計 13,440,000 13,260,000 12,000,000 10,890,000 

 

※令和７・８年度については、令和６年度の当初予算から主要な投資的経費を差し引いた調整後

の額をベースに、第８次実施計画から抽出した主要な（大規模な）投資的事業の事業費及び財

政シミュレーションに上げた重点施策を加え、調整、試算した額。 
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・令和６年度重点事業 

  「（原子力災害対策）放射性物質除染対策事業」 

「社会資本整備総合交付金事業」 

「白河布引山演習場周辺道路改修事業」 

「新庁舎整備事業」 

「村立小中学校 ICT 環境整備事業」 

「調整給付事業」 

 

・令和７・８年度重点事業 

  「（原子力災害対策）放射性物質除染対策事業」 

「社会資本整備総合交付金事業」 

「白河布引山演習場周辺道路改修事業」 

「新庁舎整備事業」 

「村立小中学校 ICT 環境整備事業」 

 

 

（単位：千円） 

普通会計に係る 

財政指標等 
令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

基金残高見込 6,315,601 4,691,270 3,659,515 3,468,299 

 

 

 

財政調整基金 3,108,441 3,102,216 2,402,271 2,202,326 

減債基金 58,215 58,218 58,221 58,224 

その他特定目的基金 3,148,945 1,530,836 1,199,023 1,207,749 

地方債残高見込 6,237,338 7,084,245 7,718,971 7,526,370 

健
全
化
判
断
比
率 

実質赤字比率（%） － (黒字) － (黒字) － (黒字) － (黒字) 

連結実質赤字比率%） － (黒字) － (黒字) － (黒字) － (黒字) 

実質公債費比率（%） 3.5 3.3 2.9 3.3 

将来負担比率（%） －(0 以下) －(0 以下) －(0 以下) －(0 以下) 
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第３章 基本目標別実施計画 

 

基本目標１  希望に満ち、子どもたちが健やかに育つむらづくり 

（分野：子ども・子育て・少子化対策） 

 

基本目標２  自らを高め、共によりよく生きるむらづくり 

（分野：教育・文化・スポーツ） 

 

基本目標３  活力ある、交流とふれあいのむらづくり 

（分野：産業・観光・交流） 

 

基本目標４  快適に暮らし、利便性の高いむらづくり 

（分野：都市基盤整備） 

 

基本目標５  自分らしく生き、笑顔があふれるむらづくり 

（分野：保健・医療・福祉） 

 

基本目標６  自然と共生し、環境にやさしいむらづくり 

（分野：環境保全） 

 

基本目標７  安全が守られ、災害に強いむらづくり 

（分野：防犯・防災） 

 

基本目標８  共に考え、協働するむらづくり 

（分野：行財政運営） 
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基本目標１ 希望に満ち、子どもたちが健やかに育つむらづくり 

（分野：子ども・子育て・少子化対策） 

この村で子どもを産み育てることに希望を持ち、安心して子育てできるむらをつくるため

に、妊娠・出産から子育てにいたる切れ目のない支援の充実を図るとともに、次代を担う子

どもたちの健やかな育ちを地域全体で支える体制づくりを推進します。 

 

基本施策 施     策     名 

1-1 

母子保健の充実 

1-1-1 妊娠・出産期からの支援 

1-1-2 乳幼児健診の充実 

1-1-3 養育支援の充実 

1-1-4 発達支援・療育体制の充実 

1-1-5 思春期保健の充実 

1-2 

幼児期の教育・保育の充実 

1-2-1 待機児童の解消 

1-2-2 多様なニーズに応じた教育・保育の充実 

1-2-3 幼保小連携の強化 

1-2-4 障がい児保育等の充実 

1-3 

子育て支援の充実 

1-3-1 出会いの場の創出と結婚支援 

1-3-2 地域における子育て支援の充実 

1-3-3 子どもの居場所づくり 

1-3-4 ひとり親家庭への支援 

1-3-5 児童虐待防止対策の充実 
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基本目標２ 自らを高め、共によりよく生きるむらづくり 

（分野：教育・文化・スポーツ） 

自らを高め、共によりよく生きるむらをつくるために、本村が持つ豊かな自然環境や地域

の人材などを活用した学校教育及び生涯学習・スポーツを推進するとともに、芸術・文化の

振興や地域文化の継承、それらを通じた世代間の交流機会の拡充を図り、郷土に対する愛着

の醸成と多様性を認め合う地域社会づくりを推進します。 

基本施策 施     策     名 

2-1 

学校教育の充実 

2-1-1 豊かな心の育成 

2-1-2 確かな学力の向上 

2-1-3 健やかな体の育成 

2-1-4 特色ある教育の推進 

2-1-5 時代に対応した教育の推進 

2-1-6 特別支援教育の充実 

2-2 

家庭・地域の教育力向上 

2-2-1 学校・家庭・地域の連携促進 

2-2-2 地域ぐるみの見守り活動の支援 

2-2-3 家庭の教育力の向上支援 

2-2-4 多様な体験・交流活動の充実 

2-3 

教育環境の整備 

2-3-1 安全・安心な学校づくり 

2-3-2 教職員の資質の向上 

2-3-3 計画的な施設・設備の更新 

2-3-4 安全な通学の確保 

2-3-5 就学支援の充実 

2-4 

生涯学習の推進 

2-4-1 公民館活動の充実 

2-4-2 人材育成・学びの循環の推進 

2-4-3 読書活動の充実 

2-4-4 生涯学習拠点・コミュニティ施設の整備 

2-5 

スポーツの推進 

2-5-1 スポーツに親しむ機会の充実 

2-5-2 競技スポーツの推進 

2-5-3 スポーツ環境の整備・充実 

2-6 

芸術・文化の振興 

2-6-1 良質な芸術文化にふれる機会の充実 

2-6-2 文化活動の促進 

2-6-3 文化財の保護・活用 

2-6-4 伝統文化の継承支援 

2-6-5 芸術・文化活動拠点の整備 
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基本目標３ 活力ある、交流とふれあいのむらづくり 

（分野：産業・観光・交流） 

活力ある産業振興を進めるために、市場ニーズに応じた競争力の高い地域産業として育

成・発展していくための支援の充実に努めます。また、美しい景観や水資源、首都圏への好

アクセス等を生かした観光振興と交流人口の拡大を図ります。さらに、西郷ファンから関係

人口へ、そして移住へつながる環境づくりに取り組みます。 

 

基本施策 施     策     名 

3-1 

農林業の振興 

3-1-1 生産基盤の整備 

3-1-2 担い手の確保・経営強化 

3-1-3 循環型農業の推進 

3-1-4 ６次産業化の推進 

3-1-5 森林再生 

3-1-6 森林の保護・活用 

3-2 

商工業の振興・雇用創出 

担い手の確保 

3-2-1 経営基盤強化支援 

3-2-2 創業支援 

3-2-3 企業誘致の推進 

3-2-4 産学官連携・企業間連携の推進 

3-2-5 多様な働き方の推進 

3-3 

観光・交流の活性化 

3-3-1 着地型観光の推進 

3-3-2 情報発信・観光プロモーション 

3-3-3 観光資源の整備 

3-3-4 合宿の里づくりの推進 

3-3-5 交流・イベントの開催・誘致 

3-3-6 広域観光の推進 

3-3-7 定住・移住の促進 

 

  

- 19 -



- 20 -



- 21 -



- 22 -



- 23 -



- 24 -



- 25 -



- 26 -



基本目標４ 快適に暮らし、利便性の高いむらづくり 

（分野：都市基盤整備） 

快適に暮らし、利便性の高いむらをつくるために、既存インフラを活用しつつ、安全・快

適な道路網や公共交通網、上下水道といった都市基盤の整備・強化を図るとともに、コンパ

クトで利便性の高い拠点や住環境の計画的な整備を推進します。 

 

基本施策 施     策     名 

4-1 

道路・公共交通の整備 

4-1-1 計画的な道路整備の推進 

4-1-2 生活道路の安全確保 

4-1-3 除雪体制の強化 

4-1-4 道路の長寿命化 

4-1-5 公共交通網の再編 

4-2 

上下水道の整備 

4-2-1 汚水の適正処理 

4-2-2 水の安定供給と水質監視 

4-2-3 上下水道事業の安定経営 

4-2-4 ストックマネジメントの推進 

4-3 

住環境の整備 

4-3-1 居住環境の整備 

4-3-2 公営住宅の整備 

4-3-3 公園・緑地の管理 

4-3-4 情報通信基盤の管理 

4-3-5 コンパクトなまちづくりの推進 
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基本目標５ 自分らしく生き、笑顔があふれるむらづくり 

（分野：保健・医療・福祉） 

村民が自分らしく生き、笑顔があふれる村をつくるために、保健・医療・福祉をはじめと

した各分野が連携し、地域資源や人材を十分活用しながら、一人一人の状況に応じたきめ細

かな支援やサービスの提供がなされる体制づくりに努めます。 

 

基本施策 施     策     名 

5-1 

健康づくりの推進 

5-1-1 健康づくりの推進 

5-1-2 生活習慣病予防・がん対策の推進 

5-1-3 食育の推進 

5-1-4 こころの健康づくり 

5-1-5 感染症予防の推進 

5-2 

医療の充実 

5-2-1 地域医療体制の強化 

5-2-2 かかりつけ医の普及 

5-2-3 適正受診の促進 

5-2-4 国民健康保険制度への支援 

5-2-5 後期高齢者医療制度への支援 

5-3 

高齢者福祉の充実 

5-3-1 社会参加・生きがいづくり 

5-3-2 地域包括ケアシステムの充実 

5-3-3 介護サービスの充実 

5-3-4 高齢者の権利擁護 

5-3-5 自立・生活支援の充実 

5-4 

障がい者（児）福祉の充実 

5-4-1 相談支援体制の強化 

5-4-2 社会参加・就労支援 

5-4-3 障がい福祉サービスの充実 

5-4-4 バリアフリーのむらづくり 

5-5 

地域福祉の充実 

5-5-1 ボランティア・福祉団体等の活動支援 

5-5-2 コーディネート機能の充実 

5-5-3 安全・安心の確保 

5-5-4 生活困窮者支援の実施 
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基本目標６ 自然と共生し、環境にやさしいむらづくり 

（分野：環境保全） 

村の誇りであり自慢である豊かで美しい自然と共生し、環境にやさしいむらをつくるため

に、村民や地域、企業等における自然環境保全活動や資源循環型社会の形成に向けた積極的

な取り組みを促進するとともに、地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入を促進しま

す。 

基本施策 施     策     名 

6-1 

自然環境の保全と共生 

6-1-1 環境保全活動の活性化 

6-1-2 環境教育の推進 

6-2 

循環型社会の推進 

6-2-1 ごみの減量化の促進 

6-2-2 ごみ・し尿の適正処理 

6-3 

低炭素社会の実現 

6-3-1 省エネルギーの促進 

6-3-2 再生可能エネルギーの普及促進 
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基本目標７ 安全が守られ、災害に強いむらづくり 

（分野：防犯・防災） 

村民及び村を訪れる人たちの安全が守られるむらをつくるために、引き続き防災基盤の強

化を図るとともに、関係機関の連携強化及び情報共有の促進、地域活動団体や自主防災組織

の活性化など、地域ぐるみで安全を守るむらづくりを推進します。 

基本施策 施       策       名 

7-1 

防災対策・消防体制の充実 

7-1-1 防災意識の啓発 

7-1-2 情報伝達体制の普及促進及び充実強化 

7-1-3 防災拠点・設備の整備 

7-1-4 治山・治水対策 

7-1-5 危機管理体制の強化 

7-1-6 消防体制の強化 

7-1-7 地域における防災活動支援 

7-2 

防犯・交通安全の推進 

7-2-1 防犯に対する意識啓発 

7-2-2 交通安全に対する意識啓発 

7-2-3 防犯・交通安全施設の整備 

7-2-4 地域で見守る体制の構築 

7-2-5 相談窓口の周知 
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基本目標８ 共に考え、協働するむらづくり 

（分野：行財政運営） 

協働によるむらづくりを推進するため、村民と行政がむらづくりにおける課題と目指すべき方

向性を共有しながら、財政状況に応じて選択と集中による効果的かつ効率的な行財政運営を進め

ることにより、健全なむらづくりの推進と行政サービスの向上を図ります。 

 

基本施策 施     策     名 

8-1 

協働によるむらづくりの推進 

8-1-1 情報共有・情報発信 

8-1-2 多様な活動主体との連携 

8-1-3 村民参画機会の拡充 

8-2 

持続可能なむらづくりの推進 

8-2-1 効果的・効率的な施策・事業の推進 

8-2-2 健全な財政運営 

8-2-3 広域連携の推進 

8-2-4 計画的な施設・設備の更新 

8-3 

電子自治体の推進 

8-3-1 行政手続のデジタル化の推進 

8-3-2 Web 会議やリモートワークの環境整備 

8-3-3 情報セキュリティ対策の推進 
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